
令和４年７月１５日

あきる野市

【問合せ】生涯学習推進課長：沖倉 担当：生涯学習係 上杉 〒197-0814 あきる野市二宮 350

あきる野市HP

２年ぶりに国際交流事業を始動！

国際姉妹都市マールボロウ市への

メッセージ送付事業を実施します！

子どもたちの国際交流の意識の向上を図ることを目的に、市の国際姉妹都市である

アメリカ合衆国マサチューセッツ州マールボロウ市との教育交流事業として、マール

ボロウ市へのメッセージ送付事業を実施します。

〈マールボロウ市との教育交流事業の経過〉

市とマールボロウ市とは、平成６年からマールボロウ市へ中学生を派遣する事業を

開始し、その後、マールボロウ市からの学生を受入れる事業も開始しました。

平成１０年には、国際姉妹都市提携の共同宣言を行い、現在まで教育交流事業を実

施しております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、令和２年度

から今年度の派遣・受入事業を中止せざるを得ない状況となりました。

友好訪問団の歓迎会 名誉市民賞授与

〈目的〉

このような中、子どもたちの国際交流の意識の向上を図るため、また、市とマール

ボロウ市との友好関係の継続に期待を込め、派遣・受入事業に代わる事業として、子

どもたちのメッセージを募集し、マールボロウ市へ届ける事業を企画しました。

なお、小中学生のメッセージは、原則英語としているため、参加する小中学生の英

語のスキル向上も図れると考えております。



？？ 「マールボロウ」ってどこ ？？

●アメリカ合衆国マサチューセッツ州にある

「マールボロウ市」州都ボストンの西約45ｋｍ

●あきる野市からの距離は約１０，８００ｋｍ

●飛行機で１４時間くらい（成田→ボストン）

●時差は、マイナス１４時間！

（サマータイム１３時間）

日本が朝８時だと・・・前の日の夕方６時！！

？？ 国際姉妹都市ってなに ？？

以前は、あきる野市から中学生を派遣してマール

ボロウの学生と交流したり、逆にマールボロウの

学生もあきる野市に来ているよ！

【問合せ・提出先】

あきる野市教育委員会 生涯学習推進課 生涯学習 係
しょうがいがくしゅうすいしんか しょうがいがくしゅうかかり

住所：〒１９７－０８１４ あきる野市二宮３５０ 市役所２階 南側

電話：０４２－５５８ー１１１１（内線３０１１）
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国際姉妹都市提携２０周年
記念動画はコチラから
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◇ビデオ収録

●日にち：８月２１日（日）
●場 所：中央公民館 第６、７研修室
●内 容：自由！（海外へのあこがれ、学校生

活など）
特技やパフォーマンスもあり！！

●対象者：市内在住または在学の中学生
（個人またはグループ）

●申込み：８月１日（月）までに申込書を
持参または郵送

◇事前説明会～英訳をお手伝いします！～

●日にち：８月７日（日）
●場 所：中央公民館 音楽室
●対象者：申込みした方全員
※ 各日、時間は申込み後にお知らせします

●内 容：自由！（海外へのあこがれ、今後の
交流の期待、部活、授業など）

メッセージは英語で書いてね！
一部を日本語で書いてもＯＫ！！!
たて 19ｃｍ、よこ 29.7ｃｍにおさまる
ように紙や写真などを送ってね♪

●対象者：市内在住または在学の中学生、
小学校５・６年生

●申込み：８月３１日（水）までにメッセー
ジカードを持参または郵送

一緒に、「氏名」「学校名」「学年」「住所」
「電話番号」を紙に記入して同封してね

ビデオメッセージ メッセージカード

ビデオメッセージ申込書

氏名（代表者名） 学 校 名 学 年 参加人数
ふりがな

住 所 電 話



～～～～～～～～～～～～申込みに当たって（保護者の方に読んでもらってください）～～～～～～～～～～～

〈ビデオメッセージ〉
・撮影した動画及び静止画の使用権は、市に帰属するものとします。
・撮影した動画及び静止画は、市の公式ホームページ及びＳＮＳ、市が作成するポスター及びチラシ、市が実施する展示等において、
使用できるものとします。
・撮影した動画及び静止画は、あきる野市国際化推進青年の会、あきる野ホストファミリークラブ及びあきる野国際友好クラブが行う
広報活動等において使用できるものとします。
・マールボロウ市における撮影した動画及び静止画の使用については、市と同様の取扱いができるものとします。
・応募者は、応募時点で上記に同意したものとします。

〈メッセージカード〉
・メッセージカード等の使用権は、市に帰属するものとします。
・メッセージカード等は、市の公式ホームページ及びＳＮＳ、市が作成するポスター及びチラシ、市が実施する展示等において、使用
できるものとします。
・メッセージカード等は、あきる野市国際化推進青年の会、あきる野ホストファミリークラブ及びあきる野国際友好クラブが行う広報
活動等において使用できるものとします。
・マールボロウ市におけるメッセージカード等の使用については、、市と同様の取扱いができるものとします。
・応募者は、応募時点で上記に同意したものとします。

派 遣 事 業
は けん

受 入 事 業


